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１．議事日程第５号 
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    ◎開議の宣告 

○副議長（齊木一三君） それでは、皆さん、おはようございます。 

 本日は、田議長から欠席の届け出がありました。したがいまして、地方自治法第106条第

１項の規定により、私がかわりに議長を務めさせていただきます。 

 ただいまの出席議員は14人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議

を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

（午前 ９時３０分）  

────────────────────────────────────────────────── 

    ◎一般質問 

○副議長（齊木一三君） 日程第１、一般質問を行います。 

 昨日の一般質問では、宮田和美君まで終了しております。 

────────────────────────────────────────────────── 

◇ 柘 植   満 君 

○副議長（齊木一三君） 通告の順序に従い、次は、柘植満君。 

○３番（柘植 満君） 皆さん、おはようございます。 

 ３番議席、柘植満です。 

 副議長のお許しをいただきましたので、通告に従い、質問させていただきます。 

 初めに、救急救命のネットワークの推進について伺います。 

 16年３月と17年12月に救急救命講習普及と推進、そしてＡＥＤの設置について一般質問させ

ていただいておりますので、そのことを踏まえながらお尋ねをいたします。 

 呼吸や心臓が停止した場合、家族やその場に居合わせた方が的確な応急手当を実施すること

によって、救命する可能性が高いことが明らかなっております。呼吸停止２分後に人工呼吸を

始めると、90％ぐらいの確率で救命され、５分後には25％に救命率が下がります。国は、救急

救命の受講者の目標を人口の20％としており、過去の質問に対する答弁では丹羽消防署におい

て2,000人という御答弁をいただいております。国の目標に対して3.7％という結果でございま

したけれども、普及拡大に、本町では、無線や広報などで呼びかけられ、一生懸命取り組んで

いただいているところではございますが、その後の救急救命講習普及の現状についてお聞かせ

ください。 

○副議長（齊木一三君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 丹羽消防署では、毎週第３土曜日に救命講習を開催

しておりまして、平成15年から始まった救急講習の受講者は、丹羽消防署管内で延べ6,112名
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になっております。丹羽消防署では、気軽に受講ができるように、２名以上の受講希望者があ

る場合は、希望日に受講できる体制が整っており、３時間の講習を受講しますと、普通救命講

習修了証が交付されます。ＡＥＤの導入に当たり、役場庁舎では、企画財政課、生活課、行政

課のＡＥＤ設置付近の職員が講習を受講し、健康文化センター、中央公民館、そして温水プー

ルでは、事務室を構えている各課及び憩いの四季等の指定管理者が受講をしております。町民

の皆さんに対しましては、防災訓練で応急手当、あるいはＡＥＤ訓練を実施しております。さ

らに昨年から、区長さんの理解・協力で、さまざまな訓練を計画していただくように区長会防

災研修会を実施しており、その内容は、防災講話、消火器、てんぷら、簡易消火栓のホース延

長の実施と、ＡＥＤの紹介を行っておるのが現状でございます。 

（３番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 柘植満君。 

○３番（柘植 満君） 本当にたくさんの方が受けられているということで、6,000人を超えて

いるというお話をいただきました。職員さんとかは、できれば全員受けられるように目標を立

てて、講習を目指していただきたいと思いますけれども、先回もお尋ねいたしましたけれども、

学校の先生、そして保育士さんの方々は必ず１回はきちっと受けていただきたいというふうに

思いますが、それはどのようでしたか、わかりますでしょうか。 

○副議長（齊木一三君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） ＡＥＤの取り扱い、あるいは救命講習につきまして

は、庁舎にＡＥＤを設置し、さらには町の公共施設にＡＥＤを設置する以前に、各町内の小中

学校では、講習等の取り組みが先行しておったというように記憶をいたしております。保育園

につきましては、町の職員と同じ扱いの中でＡＥＤの講習、さらには救命講習等の講習は実施

をして、仕事に支障のない範囲で受講していただくような考え方でおります。 

（３番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 柘植満君。 

○３番（柘植 満君） 先ほどの御答弁で、区長会の防災研修会なんかでＡＥＤの紹介をされて

いるというふうにおっしゃったように思いますけれども、その時点では紹介だけで、それの講

習とかはされていないわけですか、その場では。 

○副議長（齊木一三君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） その場では講習はされなかったというふうに思って

おります。ただ、この研修会を通じまして、その後、各行政区の区長さんのもとで研修計画と

いうものを立てていただきまして、それぞれの区で、中には町の行政課を介して、あるいは直

接それぞれ消防署の出張所等で講習の計画、あるいは実施をされておるというふうに認識して
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おります。 

（３番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 柘植満君。 

○３番（柘植 満君） 先回、質問させていただきましたけれども、そのときに、秋田市の受講

率がすごく高くて、14％ということを紹介させていただきました。そういったことも含めまし

て、本町でもしっかり取り組んでいただいているようでありますけれども、これは大変ありが

たく思っております。また、いろんなところで訓練をしていただいたり、皆さんに御紹介をし

ていただいたりということでは、町民の皆さんの意識も大変高まっているように思います。今

後も救急救命の普及の推進をよろしくお願いをしたいというふうに思っております。 

 次に、ＡＥＤの設置につきましては、公共施設、学校に素早く設置をしていただいておると

ころであります。平成16年７月に医師、救急救命士に限られていましたＡＥＤの使用が一般の

人にも認められたことから、その場に居合わせた人が３分以内にＡＥＤを使用し、応急処置を

することができれば、７割の人が助かるというふうに言われております。ＡＥＤの重要性につ

きましては、もうだれもが認識されていると思いますけれども、公共施設と町内の民間事業所

にＡＥＤが何ヵ所設置されているのかを把握されていればお教えください。 

○副議長（齊木一三君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 町内の公共施設でのＡＥＤの設置の状況は、庁舎、

健康文化センター、中央公民館、温水プール、総合運動場、そして各小中学校、そして丹羽消

防署の大口出張所、計11台が設置をされております。民間の事務所につきましては、丹羽消防

署において把握をされているものだけで、１月末現在で26施設あるとお聞きをいたしておりま

す。 

（３番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 柘植満君。 

○３番（柘植 満君） 26施設とおっしゃいますのは、把握されている部分ということで、まだ

若干把握されていない部分もあるというふうにとらえてもいいんでしょうか。 

 事業所の中での設置は、町民には周知させておりません。今お伺いしたのは、ネットワーク

ということでお伺いをしておりますけれども、できれば、事業所のどういうところが設置をさ

れているのか、ちょっと読み上げていただくわけにはいきませんでしょうか。 

○副議長（齊木一三君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 町内の重立った企業、さらにはアピタ、ヨシヅヤ等

の店舗、そんなようなところに設置をされておるということで、丹羽消防署の方からはお聞き

をいたしております。 
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（３番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 柘植満君。 

○３番（柘植 満君） 大きな店舗は置いてあると思うんですけれども、26の施設といいますと、

大きな施設だけはなくて、いろんなところにも設置をされてるのかなというふうに思いますけ

れども、それは今はわかりませんか。 

○副議長（齊木一三君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 丹羽消防で調査をさせていただいた状況でいきます

と、公共施設以外には、東急、兼房、スター精機、トヨタ紡織の大口工場、御桜乃里、それか

ら中部宇佐美小牧支店、スタンドですね。アピタ大口店、トヨタ自動車部品センター、大和グ

ラビア、ボッシュ・レックスロス、リンナイ、東海理化、今井医院、すずいクリニック、つく

しこどもクリニック、さくら病院、太郎と花子、これは施設だと思います。尾北看護専門学校、

パチンコＫＳクラブ、名鉄自動車学校、ヤマザキマザック、マザックハウス、ヤマザキマザッ

クの萩島工場、マザック第８工場研修センター、青山製作所、青山製作所エイ・コーティング、

以上であります。 

（３番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 柘植満君。 

○３番（柘植 満君） 本当にたくさんのところが設置をしていただいているというふうに思っ

ております。先ほどもお話ししましたけれども、この事業所の設置は、私たちはどこに設置さ

れているのかということは全くわかりませんけれども、県のホームページ愛知というところに

ＡＥＤマップがありまして、そこを検索すれば、ＡＥＤが設置されているという場所が検索さ

れるわけです。具体的には、検索をしていくと、なかなか地図が見づらいということもありま

すけれども、そういったところで、救命講習を受けられた方にこういうシステムがあるという

ことを周知されてはいかがでしょうか。 

○副議長（齊木一三君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 今、御質問の中でお話がありましたように、公共施

設の設置状況の周知につきましては、愛知県のホームページの「あいちＡＥＤマップ」に掲載

がしてあります。しかし、非常に地図の倍率が大きなものですから、非常に見にくいというよ

うなお話はお聞きしておりますが、町内の状況につきましては、今後ですけれども、大口町の

ホームページにも掲載を予定していきたいというふうに思っております。 

（３番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 柘植満君。 

○３番（柘植 満君） ネットワークということで、どういうところに設置をされているかとい
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うことを私たちが日ごろそれを知っていることというのも大事かなというふうに思います。今、

町のホームページにもとおっしゃっていただきましたけれども、町のホームページにも、その

設置場所、ここには設置をされておりますよというのがこれからわかると、何らかの形で日ご

ろから皆さんがそういう認識をしていただけるんではないかなというふうに思いますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 それから、三つ目ですけれども、救マーク、または認定マーク制度とも呼ばれておりますけ

れども、この制度についてお尋ねいたします。 

 ＡＥＤの設置につきましては御説明をいただきました。民間事業所を含め、ＡＥＤを設置し

て、さらにこの講習を受講した人が常駐しているところにこういうマークをつくって、そして

このようなものを掲げていただいて、いざというときに町民の協力を得て、そして救命率の向

上を図っていくというものでありますけれども、こういったことに対して、どういうふうにお

考えでしょうか。 

○副議長（齊木一三君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 救マークということで御質問をいただきまして、そ

の内容等につきまして、丹羽消防署の方にお聞きをしたわけでございますが、救マークは、法

に基づいた統一的な制度ではなく、各消防本部が独自に進めているものであるようでございま

す。近隣では、一宮市、瀬戸市で導入されておりまして、現在、この丹羽消防署においては、

救マークの制度がないというのが現状のようでございます。救マークは、各消防署の認定基準

によりますが、ＡＥＤの設置施設に１名以上の救命講習の受講者が常駐し、応急手当計画書を

作成しているなどの条件が付されておるということでございます。町内の設置事業所では、事

業所ごとで救命講習会が実施をされております。事業所に数名以上の救命講習の受講者が常駐

してみえるという状況であります。これは、一宮市、あるいは瀬戸市のような先進の救マーク

の認定基準以上の高いレベルであるというふうに聞いております。 

（３番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 柘植満君。 

○３番（柘植 満君） 救マーク、認定マークというのは、先ほどもこういうものだということ

を御答弁いただきましたけれども、今回は、救マークを先ほどもお話ししていますように、例

えば健康文化センター入り口にＡＥＤがありますというマークを張っていただいておりますけ

れども、また、救マークはそうした事業所が、そういった方の救命講習を受講された方が常駐

をしていらっしゃるというところにそういうマークを外に張っていただくわけですけれども、

どうしてそういうことを言っているのかと申しますと、企業というのは、ＣＳＲといって、企

業の社会的責任をいろいろ掲げておられます。地域といろいろなかかわりを持ってやっていく
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ということでやっておられますけれども、そういうマークがあれば、例えば救命講習を受けら

れるときに、まず最初に「大丈夫ですか、大丈夫ですか」って声をかけます。そして、意識が

なければ、気道を確保したり、そしてだれか呼んできてくださいとか、そしてそれでも状況が

悪ければ、ＡＥＤを持ってきてくださいって講習を受けますね。そうやって受けます。そうい

ったときに、近くにという場合に、そういう企業がたくさんある。せっかくそういうところの

設置をしていただいている企業が、常々私たちが通るときに、ここにＡＥＤが設置してあるん

だということが自然に認識ができると、そういったときに、そこの企業に貸してくださいとい

うふうに言うことができると思うんですね。企業としましても、使っていないわけですから、

どうぞどうぞ使ってください。こういった形で私たちが常に安心・安全の地域づくりというこ

とで、そういうネットワークをつくっていくということが大事じゃないかなというふうに思い

ます。そういった意味で、そういう事業所に救マークがあればいいんではないかなというふう

な考え方でございます。いかがでしょうか。 

○副議長（齊木一三君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 丹羽消防署の取り組みの状況をお話ししますと、丹

羽消防署の管内の状況から、各家庭で倒れる方が多いというようなことで、救命講習の受講者

を、各家庭に１人というような目標を掲げられておりまして、そんな取り組みが現在されてお

ります。それを受けまして、町の広報無線、あるいは事業所等へ直接呼びかけをされまして、

啓蒙・啓発が図られ、受講がされておるというようにお聞きをしております。今お話がありま

した企業等の設置の状況、さらには設置をしてある企業等の近くで、今もお話がありました事

案についての対応、このあたりについては、今設置をされておる状況が一般の町民の方にはわ

からないというような状況があります。そういうものについては、私ども先ほどもお答えをし

ましたように、今後、ＡＥＤの設置のしてあるものを町のホームページに公開をしていくとい

うようなことで、それが広く町民の方に周知ができるんかなあというふうに思いますし、各企

業の協力体制につきましては、私どもが云々という話ではなくて、それは人命にかかわる話で

ございますので、丹羽消防の講習の折、さらには企業さん自身がそのような対応をしていただ

けるというふうに考えております。ですから、今丹羽消防署の管内、あるいは丹羽消防署の方

針としましては、一家に１人という目標設定をしております救命講習の受講者の裾野を広くし

ていくという目標を掲げておるようでございますので、それが結果的には救マークが求めてお

るような以上の整備ができる、あるいはネットワークができるということになるのではないか

というふうに思っております。 

（３番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 柘植満君。 



－２８５－ 

○３番（柘植 満君） それはそれで大変重要なことだと思います。本当に皆さんが、一家で１

人の方が受講していただくと、こんな安心なことはないというふうに思います。それはそれで

またやっていただきまして、今結論が出るわけではありませんので、丹羽消防署との問題でも

ありますが、そういった、先ほどから申し上げているように、地域の中で、皆さんが常にそう

いう心を認識していくというか、そういったためにもネットワーク推進ということを提案させ

ていただいているわけでございます。今、大口町が六千百どんだけということで、丹羽郡で受

講されているというふうでお伺いをいたしましたけれども、国の人口の20％といいますと、丹

羽郡が約５万2,300というふうで計算させていただくと、丹羽消防管内といたしましては、大

体11.5％ぐらいというふうになると思いますが、国の目標にはまだまだということにもなりま

すので、ぜひ今後も力を入れて取り組んでいただきたいと思います。そして、先ほどの企業の

お話ですけれども、社会と、そしてその中で企業と皆さんが一体となったそういう常々安全・

安心な社会づくりということを協力をしながらやっていくという観点も必要ではないかなとい

うふうに思いますので、今後も御検討いただきますよう要望させていただきます。 

 次に、ヒブワクチンの公的助成についてお尋ねをいたします。 

 これも一度質問をさせていただいております。乳幼児の髄膜炎など、重い感染症を起こす細

菌性髄膜炎の予防ワクチンでございます。19年のときは、国の状況を見るという御答弁をいた

だきましたけれども、髄膜炎の後遺症を持つ親の会が早期承認を訴えて、やっと19年の１月に

製造承認されたという、皆さんが待ちに待った承認でございました。そして、昨年12月から、

予防ワクチンの接種が始まりました。このワクチンは、世界保健機構が1998年に定期予防接種

を推進し、100ヵ国以上で使われたにもかかわらず、先進国である日本は導入されていません

でした。近隣国では、北朝鮮と日本が導入されていない、そういうふうにテレビで報道されて

いたように思います。発生の頻度は少ないんですけれども、約５％が死亡、そして25％の方に

難聴や言語障害、運動障害などの後遺症が残ります。ワクチン導入を進められてこられました

国立病院機構三重病院の神谷齊名誉院長が、このワクチンの接種率が高くなれば、日本からほ

ぼなくすことができる病気だというふうに指摘をされております。接種は、生後２ヵ月から７

ヵ月未満で１回、その一、二ヵ月後の間隔で２回接種をするということで、またそれから１年

後に１回、計４回行うことになります。そして、１回、七、八千円程度という、ちょっと高額

な負担をすることになります。髄膜炎の症状は風邪に似ていて、病気の進行が速くて、朝は風

邪引いたようだと思っていましても、夕方には髄膜炎というふうに診断されるということがあ

るそうです。耐性菌がふえて、治療が難しい例もあると言われておりますので、ワクチンで防

ぐしかないと、こういうふうに言われているというのが今の状況でございます。障害に苦しむ

患者さんの親の訴えや声をテレビ報道とか、さんざんしているように思いますが、それを見ら
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れたことはありますか、お尋ねいたします。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） 今の見られたことはありますかという御質問で

ございますが、私はありません。 

（３番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 柘植満君。 

○３番（柘植 満君） やはりこういった病気の症例は、そういう患者さん、親の訴え、そして

その患者さんの状況、どんなふうな障害が出ているのか、お母さんがどういうふうに苦しんで

おられるのか、生活の中で子供とお母さん、そして、周りの方たちがどういう思いをしながら

育てられているのか、そういう報道を見てほしいと思います。この答弁の中で、これはこうい

うものだから、今はこうだから、こういうふうにしか考えておりません。そういう答弁ではな

くて、本当にそういう家族の方たちの切実な思い、そういうものをもう少し知っていただきた

いなあという思いがいたします。ここまで来るまでに大変な思いをして、皆さんが訴え、そし

て厚生労働省の方に要望を提出し、長い長い道のりがあって、やっとこれが接種されるように

なった、ワクチンがされるようになった。まだなったばかりでございますので、いろんな状況

もあるかと思いますけれども、そういったように思いますので、ぜひよろしくお願いいたしま

す。そして、小児科医、そして患者さんの親の代表からのいろんな声がありましてワクチンが

始まったんですけれども、国や自治体に負担を訴えておられます。ワクチンの公的助成をして

ほしいというふうに訴えておられます。しかし、国に届くまでには、まだ時間がかかるという

ふうに思いますので、本町の御見解をお聞かせください。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） 御質問の内容とダブる点があるかもしれません

けれども、お答えさせていただきます。 

 御案内のとおり、ヒブワクチンにつきましては、国内では平成19年１月に厚生労働省の製造

販売承認が得られ、昨年の12月に販売開始されていることは、議員の御指摘のとおりでござい

ます。しかしながら、ヒブワクチンはフランス国内で製造され、出荷までに20ヵ月もかかり、

日本国内で輸入手続や品質検査などにさらに５ヵ月がかかります。そのため、ワクチンが国内

で不足ぎみになっており、ある医療機関におきましては、月に３本程度のワクチン確保といっ

た現状であると聞いております。ヒブワクチンは、厚生労働省の予防接種に関する検討会の中

間報告によりますと、ヒブワクチンの予防接種法上の位置づけの検討に当たっては、この疾患

の重篤性や発生頻度を十分に勘案した上で、今後、さらに有効性、安全性、費用対効果等の知

見を収集する必要があるとされておりますので、国の動向も注視しながら、情報の収集や費用
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助成のあり方について、今後研究してまいりたいと、このように考えております。 

（３番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 柘植満君。 

○３番（柘植 満君） ある若いお母さんが、ヒブワクチンがあるということを聞かれて、本当

は接種したいと思ったけれども、大変高くて、今の若いお母さんの生活状況では、ちょっと厳

しいなあということでやめましたというふうに言っておられました。任意接種では、親の経済

力や、そして情報の有無で子供の健康に差ができてしまう。そういうふうにも指摘をされてお

りますけれども、そのことに対しての見解を伺いたいと思います。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） 現在、日本の予防接種制度につきましては、法

体系の中で定期の予防接種と任意接種ということで分かれておりますけれども、これがヒブに

つきましては、現在当然任意予防接種ということになっております。ほかにも任意の予防接種

につきましては、身近なものとしてはおたふく風邪の予防接種、あるいは水ぼうそうの予防接

種、こういったものがございます。今回、私どもといたしましては、ヒブの予防接種につきま

して、公費一部負担を助成するということになりますと、こうした任意の予防接種との兼ね合

いもございますので、このあたりのことも踏まえまして、慎重な対応が必要ではないかなあと

いうふうに考えております。 

（３番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 柘植満君。 

○３番（柘植 満君） 中日新聞の１月23日に、このヒブワクチンが認証されてから記事に載っ

ておりました。そのときにも、今お話ししたような状況の話が載っておりますけれども、頻度

は少ないけれども、大変怖い病気で、必要なワクチンであるというふうにも書かれております。

ヒブによります死亡者というのは、年間600人ということを言われておりますけれども、その

５％が死亡するというふうに、この新聞では紹介をされております。本当にこのワクチンの接

種率が高くなれば、この病気を全部なくすことができる。ほぼ100％なくすことができるとい

うことで、先ほどいろんなワクチン、おたふくとか、いろいろとありますけれども、これは命

にかかわる。そして、助かっても後の障害が大きいということが大きな問題というふうに思い

ます。必要なワクチンだと認められているにもかかわらず、100ヵ国におくれている。世界100

ヵ国でもう導入されているというのに、やっとワクチンが接種されたというのが、本当に私た

ちにとっては歯がゆい。声が届かない。そういった弱者に対しての施策が本当に手ぬるいとい

うふうに思います。欧米では、公費で全員が接種をされていて、公費負担をされているという

ワクチンであります。皆さん、なかなかこういうワクチンがあるということも知らなかったし、
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こういうワクチンでこういうことが防げるんだということも知らない人たちが多かった。しか

し、テレビで報道されたり、新聞で報道されたり、紹介をされるようになって、やはり心配だ

からというふうにお母さんたちが問い合わせをされているというのもあると思いますけれども、

そういう状況はいかがですか。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） 死亡率が高い、あるいは後遺症の問題等が、こ

のヒブについては、ほかの任意の予防接種と比べて非常に高いといったことは、議員からの今

の御指摘でよくわかりました。私どもとしましては、そういった特に感染症の集団感染が高い

もの、あるいは死亡、あるいは後遺症の残るようなものにつきましては、今後、国の方の対応

としては当然定期の予防接種に切りかえていかれるだろうというふうに見ておりますので、そ

の動向を少し注視して見守りたいと、かように考えております。 

（３番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 柘植満君。 

○３番（柘植 満君） 補助を行っている自治体がわかりましたら教えてください。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） 九州の方で、一部の団体が補助をされているよ

うに伺っております。 

（３番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 柘植満君。 

○３番（柘植 満君） 最近、これが開始されるようになりましてから、いろんなところで検討

されております。私がちょっと調べたところでは、九州、鹿児島、宮崎は既に助成をされてい

るということであります。また、東京の品川区もことしの４月から開始をされると。荒川区も

開始をされる。そして栃木県の大田原市、ここも独自の助成を決められたというふうに伺って

おります。近くでは、大垣市が今回の３月議会で新規事業で補助が上がってくるというふうに

お聞きをしております。簡単に調べたところですので、まだまだあるかと思いますけれども、

本当に始まったばかりですけれども、それをどこまで認識をしていただいているかというとこ

ろが大きいのかと思いますけれども、やはり子供の命を守る安心・安全という行政の施策の中

で、やはりこれは頻度は少ないです。患者さんがかかる数は少ないですけれども、しかし、か

かれば大変な病気だというふうに言われておりますので、いろんな形でやはり検討していただ

きたいなというふうに思います。 

 あと、ヒブワクチンにつきましては、知られていないということを何度もお話ししましたけ

れども、母親教室、そして情報の提供をそういうところで行ってはどうかというふうに思いま
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すけれども、いかがでしょうか。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） それでは、現状につきましてお答えさせていた

だきます。 

 乳幼児の予防接種についての説明は、大口町が行っておりますフレッシュママの会などを通

して行っているのが現状です。現在のところ、ビブワクチンの説明につきましては、積極的に

は行っていないといったことでございますけれども、しかしながら、昨年の12月発売開始後、

住民の方からの問い合わせもございます。ヒブワクチンについての現状をお話ししたケースも

ございます。今後は、最新の情報を収集しながら、やたら不安をあおることのないように、機

会をとらえ、情報の提供をしてまいりたい、かように考えております。 

（３番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 柘植満君。 

○３番（柘植 満君） 埼玉県の久喜市では、小さな冊子が、「ヒブ髄膜炎って？」そういう小

さなパンフレットが病院の待合室に置いてあるそうです。そういった形で周知を図られている

というふうに思いますが、なかなか近隣のこの辺では、そういうところは見かけなかったよう

に思いますので、母親教室なんかでも、そういった工夫をしていただいて、正確な情報を出し

ていただければいいのかなというふうに思いますけれども、それについてはどうでしょうか。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） 議員の御質問のとおり、こういったものの周知

といいますのは、やっぱり専門職のいる施設で行うのが一番妥当だろうということで、健康文

化センターの中の保健センター、この中で各種の乳幼児に対する健診等も行われております。

そういう機会をとらえ、保健師の方から的確なお話をさせていただく機会を設けていきたいと

考えておりますので、よろしくお願いします。 

（３番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 柘植満君。 

○３番（柘植 満君） 国が公費負担を行うまでにはまだまだ時間がかかります。ぜひこういっ

た各地方で何らかのいろんな形の助成を考えていただければ、大変お母さんたちにとってもい

ろんな認識はされて、またありがたいというふうに思いますので、ぜひ御検討を今後ともよろ

しくお願いいたします。 

 以上で一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○副議長（齊木一三君） 会議の途中ですが、10時20分まで休憩といたします。 

（午前１０時０８分）  
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────────────────────────────────────────────────── 

○副議長（齊木一三君） それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

（午前１０時２０分）  

────────────────────────────────────────────────── 

◇ 田 中 一 成 君 

○副議長（齊木一三君） 続いて、田中一成君。 

○２番（田中一成君） 御指名をいただきましたので、２点にわたって質問をさせていただきま

す。 

 初めに、保育行政についてでございます。 

 保育園をめぐる状況は、大変目まぐるしいものがありまして、全国的にも、周辺自治体でも

指定管理者制度などを活用した民営化などが進められているところも多岐にわたっております。

大口町におかれては、保育園の民営化は当面行わないという答弁をしていただいてきていると

ころでありますけれども、町長はそれでも幼保一元化等については研究をこれからもしていき

たいんだというような御所見をいただいておるところであります。財政状況も、国、地方自治

体、そして大口町とも厳しい状況等も迎えているわけでありまして、昨日の一般質問でも同僚

議員から保育園の民営化等についての質問もございました。現在、町長はこうした状況の中で、

保育園の今後の運営の仕方について、民営化、あるいは幼保一元化等も含めながら、どのよう

な所見を持っておられるのか、まずお聞きをしたいと思います。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） それでは、私の方からお答えさせていただきま

す。 

 幼保一元化につきましては、平成15年に総合施設という名称で制度の公表がございました。

その後、平成18年10月に認定こども園制度が開始されてきた経緯がございます。認定こども園

制度導入の背景には、保育園の待機児童解消や子供の数の減少による幼稚園利用児童の減少、

それに伴う施設の有効活用があり、本町の状況と照らし合わせた場合、あえて導入の必要はな

いと考えていることは、昨年の３月議会でも御答弁させていただいたとおりでございます。 

 しかしながら、認定こども園が持つ就学前の子供に教育・保育を一体的に行う機能、子育て

支援を行う機能は児童の健全育成の観点から、今の保育園にも求められていると認識しており、

園長クラスの職員で、認定こども園の研究や先進地視察を実施しております。 

 一方で、平成21年４月に保育所保育指針が改定され、従来は見えにくかった保育における教

育部分について、より明確にされるとともに、保育所が果たす役割として、入所している子供

の保育のみにとどまらず、その保護者に対する支援及び地域における子育て支援を行うことも
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明確化することとなりました。現在、新保育指針に基づく保育課程、いわゆるこれまでの保育

計画でございますけれども、これを作成しており、平成21年度からは、今まで以上によりよい

子育て環境の実現を目指し、保育園運営を行っていきたいと、このように考えておるところで

す。 

（２番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 田中一成君。 

○２番（田中一成君） 部長さんがかわって答弁されましたけれども、いろんな認識を共有をし

たいと思いますので、認定保育園という言葉が今出てまいりました。それについての研究はし

ていきたいということですね。その認定保育園というのはどういうものなのか、説明いただけ

ますか。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） 端的に言いますと、幼稚園と保育園機能が一体

になったものということで、ハード面からいいますと幼稚園に保育園を合体させる。あるいは、

保育園に幼稚園を合体させる。あるいは統合させるといったようなものになるかと思います。

それと、この認定こども園をつくる背景には、待機児童の問題が大きく関与しておるというふ

うに認識いたしております。それぞれ認定こども園と現在の単独の幼稚園、保育園についての

一長一短はあると思いますけれども、認定こども園についてのメリットというのも少なからず

あろうかと、その程度の認識はいたしております。 

（２番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 田中一成君。 

○２番（田中一成君） 待機児童がおることは全国的におるんですね。それは、大都市部です、

待機児童がいるというのは。今、政府が発表している待機児童は、約２万人か３万人ぐらいな

んです。政府が言っている待機児童というのは、全国的に。そのほかに認可外の保育園、認可

されていない保育園、それらを含めると、約30万人の児童、これがいわゆる認可された保育園

が不足していると言われておるんです。東京とか、名古屋市とか、そういう大都市部でいわゆ

る待機児童がおるんですが、大口町ではいないんですよ。だから、待機児童解消策として、認

定保育園制度がひとつ持ち出されてきたわけですけれども、待機児童がいない大口町で、認定

保育園制度を研究しなきゃいかんという理由がどこにあるんでしょうか。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） 20年の４月でございますが、新しい保育所保育

指針、こういったものが発表されまして、この適用が今年４月１日から適用されるという中で、

この新しい保育所保育指針の中では、教育の充実、さらには子育てをされてみえる親御さんへ
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の支援、さらには保育士のスキルアップ等々のことがこれまで以上に求められるというような

保育指針の内容になっております。こうしたことからとらえますと、特に今冒頭で申し上げま

した教育、これにつきましては、認定こども園を導入することによって、さらなる充実が図ら

れるかもしれないというようなこともございます。そうしたことで、大口町は確かに待機児童

はございませんけれども、認定こども園についてのメリット、デメリット、これを検証してみ

る必要はあるのではないかということで、担当の園長補佐クラスの職員が勉強会を開催してい

るといった状況でございます。 

（２番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 田中一成君。 

○２番（田中一成君） 保護者の中には、いろんな考え方があります。就学前教育として、自分

の子供を育てたい。就学前教育を重視したいという方は、幼稚園に入れられます。大口町には、

大口幼稚園がありますし、大口の東保育園をラモーナですか、そこに明け渡して、またもう一

つ幼稚園ができたと。幼稚園に通わされている方たちは、就学前教育を重視したいというので

あれば、大口町にも二つも幼稚園があるわけですので、そこに通わせればいいわけですし、十

分に供給体制はあるというふうに思うんですが、保育というのは、本来、保育に欠ける児童、

これを自治体が保育をする義務があるということで、責任を負って保育をしているところです。

この保育園に、認定保育園という名前をつけて、就学前教育、つまり、幼稚園が持っている機

能、これをもっと含ませるべきじゃないかという、ただ単にそういうことだけが認定保育園を

持ち出されてきた目的だと思っていますか。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） 一つには、大口町の場合ですと、民間がつくっ

た民営の保育園というのはございませんが、逆の見方をしますと、保育園についても公設民営、

あるいは民間のそういった認定こども園、そういったものの導入がねらいとしてはあるかなと

いうふうに考えております。 

（２番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 田中一成君。 

○２番（田中一成君） 公設民営の保育園、そういうことについての考え方もあるということで

すけれども、今保育園行政をめぐる国の動きというのは非常に大変な状況なんですね。いずれ

にしても、認可をされた保育園であれば、保育に欠けていることについて、市町村が認定をし

て、そしてあなたは保育に欠けている児童を持っていますから、どうぞということで、民間の

保育園であろうが、公立の保育園であろうが、市町村が責任を持って保育をする義務があるわ

けです。それを公立の保育園で保育をするか、私立の認可された保育園でやるかは別にして、
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いずれにしても自治体に保育をする義務があるんですよね、責任があるんです。 

 ところが、今どういうふうに国は考え方を変えようとしているかといいますと、これは赤旗

の２月８日の記事を私抜粋してきたんですけれども、日曜版を。２月24日に新たな保育の仕組

み、こういうものを厚生労働省の審議会が第１次報告として提出をしました。その内容は、

2010年度ないしは11年度に児童福祉法を改正すると。そして、2013年度から新しい制度を実施

する構えを示しました。この新たな保育の仕組みの特徴は、現行制度が義務づけている市町村

の保育の実施責任をなくすんです。そして、利用者が保育所に直接入園の申し込みをして、直

接契約をする、こういう制度に変えるべきだと、こういうふうに言っているんです。現在は、

先ほど申しましたように、保育所への入所の可否、これは公立、それから認可された民間の保

育所、いずれについてもその保育所への入所の可否を決定するのは市町村です。ところが、新

しい制度では、市町村は親の申請に対して、保育の必要性と量、これを認定するだけです。入

所先を見つけるのは、親の自己責任、こういうふうにしようとしているんです。そして、親の

勤務時間などに応じて、保育量の上限量が決められます。何時間この子供については保育をす

る必要があるのかということで、上限を超えた保育をしてもらう場合には、国の規則に基づい

て全額自己負担となります。大変なことで、こういうことを本当は厚生労働省は昨年の秋の末

ぐらいに、冬前ぐらいにはまとめたかったんですが、大変な論議になりまして、この審議会の

中でも紛糾をして、年が明けて、やっと２月の末になって、こういうことがまとめられたんで

す、一応。しかし、全国の保育団体等は、猛烈な反対運動を行っていますから、このままこう

した審議会の内容が国の方針として確定するかどうかは定かではありません。これは、介護保

険がモデルなんです。介護保険は、どういうサービスがこの方には必要か、そして最大限、ど

れだけのサービスがこの方には供給できるのかということを認定しますね。認定するのは、大

口町ですと社会福祉協議会などのケアマネージャーがそれを決めてくれるわけです。それで、

そのサービスは、いろんなところに申し込んで、自分が直接契約をして、御桜乃の里とか、あ

るいはさくら病院とか、あるいは社会福祉協議会とか、自分で選んで、そしてケアマネが決め

てくれた上限量の範囲内でサービスを受けると。その上限を超えてサービスを受けようとする

場合には、全額自己負担、10割負担となると。これをそのまま保育行政に取り入れるという内

容なんです。なぜ、こんなことをするのかといいますと、保育は金がかかり過ぎると。今、国

も自治体も大変な財政状況だと。もっと保育を金で換算をして、効率的な安上がりな保育にし

ていかなければ、国も自治体も大変なんだという考え方が根底にあるというふうに私は思って

おります。そういう流れがあるということは御承知だと思いますけれども、どのようなふうに

受けとめておられますか。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 



－２９４－ 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） お答えさせていただきます。 

 厚生労働省の社会保障審議会少子化対策特別部会は、議員からもお話がございましたように、

２月24日に次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けての五つの報告をいたしまし

た。その一つには、これからの保育制度のあり方についての報告があり、その中の利用方式に

ついて、従来は利用者と保育所の間には、利用契約がなかったものを、市町村が保育の必要性

を判断し、公的保育を受けることができる地位を付与したり、公的保育の提供基盤整備といっ

た公的責任を果たすことを前提として、利用者が保育所と利用契約を結べることとしたものと

認識をいたしております。いずれにしましても、国としましては、新たな制度体系の実現には、

財源の確保が必要であり、今回の報告を踏まえ、新たな制度体系の具体化に向け検討を続けて

いくといったことでございますので、いましばらく動向を見守っていきたいと、現在のところ

はこのように考えております。 

（２番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 田中一成君。 

○２番（田中一成君） 少子化が進んで、このまま少子化が進行すると、2050年には人口が

4,000万人ぐらいになるとか、それが100年先だったか忘れましたけれども、とにかく日本の人

口は今のままですと半分以下に突き進んでいくというような状況で、日本社会の維持ができな

い、こういうことから、今、部長が言われたように、次世代育成支援対策法、こういうものが

平成15年７月に国において制定をされました。何とか少子化に歯どめをかけたいと、こういう

ことなんですね。安心して子供を産み育てられる社会条件の整備をしなきゃいかんということ

で、全国の自治体がこの次世代育成支援の計画を策定いたしました。これは、自治体だけじゃ

なくて、301人以上の従業員を擁する企業も、義務じゃありませんけれども、策定するように

求められました。ほとんどすべての全国の自治体がこういうものをつくりましたが、民間では、

残念ながらそうした大企業、約２万社のうち、計画を策定したのは１万2,500社ぐらい、６割

程度です。まだまだ民間には、この日本社会を維持していくために、子供を安心して産み育て

られるような環境をどうやって企業としても社会的な責任を果たしていこうかという意識は、

まだまだ希薄だと言わざるを得ない状況です。 

 ちなみに、大口町でもつくられました。この中で、大口町の保育行政について次世代育成支

援計画、私全然記憶にないですけど、冊子が出たことはうっすらと覚えています。保育行政に

ついては、どんなふうにこれをうたっていますか、大口町では。覚えありますか。おれもない

んだから、みんなないかもわからんけど。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） 大変恐縮ですけど、保育行政について具体的に
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と言われますと、回答にならないかもしれませんのであれですが、確かに大口町としましても

先ほど言われました法を受けまして、17年度から26年度まで、この10年間の計画をいたしてお

ります。この中に、確かに保育園についての位置づけもされておりますけれども、今手元に資

料がございませんので、具体的な中身につきましては割愛させていただきます。 

（２番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 田中一成君。 

○２番（田中一成君） 私が探してもないぐらいですから、大体大口町のいろんな計画は、国の

方からつくれと言われてつくったものの多くがほこりをかぶっている例がありますので、やむ

を得ないなあというふうに思うんですが、国のこういう保育行政に対する物の考え方が非常に

後退に後退を続けているんですね。保育園運営に関する直接補助制度、これを廃止しましたよ

ね。それで一般財源化してしまいました。地方交付税に算定すると、こういうことですので、

大口町は不交付団体ですので、まるっきりこの保育園運営に関する国庫補助はゼロ、ひどいも

んですね。こういうことで、他の自治体でも、地方交付税については、国はいろんな算定基準

を設けて地方交付税を交付してきますけれども、それをいかように使うのかという裁量は地方

自治体に任せられておりますので、地方交付税に算定された保育園を対象にした地方交付税の

額そのままを保育園行政には使いたくないと。もっとほかに必要不可欠なものがあるというこ

とで、地方自治体は、いっそ公立の保育園は手放したいと。私企業に任せたいと、こういう流

れが加速されているわけですね。少子化対策を一方で言いながら、保育行政は金がかかり過ぎ

ると。我が町の自治体職員の６分の１とか、７分の１が保育士だと。これは異常だと。何でそ

んなに保育士が必要だというような攻撃の材料にされて、首長選挙なども行われている。 

 本当にひどい話だというふうに思うんですが、日本の子育て支援、国の財政上の補償、この

水準がどの程度にあるかというのは御認識をしていただきたいので、少し説明をさせていただ

きますけれども、児童手当、それから育児休業手当、それから保育所などのサービス、これら

の合計、いわゆる少子化対策支援、こういうものの各国の比較がＯＥＣＤ内であります。それ

が、国民総生産比で日本はどの程度かといいますと、日本は、世界で第26位。ＯＥＣＤ内で26

位。最下位ランクですよ。その比率は0.6％ですよ。日本よりもっと悪いのがアメリカでした

ね。アメリカは28位で0.4％です。高いのは、デンマークの3.8％など、３％台が４ヵ国、２％

台はスウェーデンとか、フランス、イギリスなど９ヵ国、１％台がドイツやスイス、イタリア

など10ヵ国、日本はわずか0.6％なんです。こういう水準ですので、ヨーロッパなどでは、子

育て、保育、こういう支援が進んでいるということで、女性が仕事か子育てかということで悩

むことが少ない、そういう状況になっているんです。そういう状況ですから、皆さんも御承知

のように、フランスなどでは少子化に歯どめがかかっている。人口がふえてきている。こうい
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うことで成果を上げているわけです。しかし、日本は少子化に歯どめがかからない。 

 内閣府だと思いますけれども、政府の推計調査では、日本では、子供を持っても仕事を続け

たいという女性は、今２人に１人ぐらいおるそうです。そういう割合だそうです。そういう人

たちも含めると、潜在的な保育希望者は、100万人程度おるというふうにも言われております。

現在の保育所の入所児童数は全国で215万人、待機児童はさっき言ったように、政府の統計で

は２万人。認可外の保育園にいる児童と合わせると、約30万人ですね。これらの状況を打開し

たいということで政府は言っているんですけれども、お金は出したくない、財政が厳しいから。

こういっておりますけれども、本当に財政支出もせずに、こうした保育行政の充実を図ること

はできませんし、こうした待機児童問題を解決することは私はできないというふうに思うんで

すが、この間に、国の補助金削減で、全国的に公立保育所がどんどん減らされています。周り

の自治体でも減っていますけれども、その削減数は2,600の公立保育園が減らされています。

最高時は1983年だったそうです。どんどんと減らされておるんですね。こういう流れはやむを

得ないというふうに思われるのかどうなのか。果たして、少子化に歯どめをかけて、日本社会

を健全に維持するということを本当に真剣にまじめに考えるなら、この保育行政、あるいは子

育て支援策、これらに本当に選択と集中じゃありませんけれども、集中的に力を入れなければ、

日本社会は、本当に破滅に向かっていくというふうに私は思うんです。そういう意味では、国

の動向等も注意深く見守りながら、大口町には待機児童はいません。従来の少子化が進みまし

て、私が議員になったころは、保育園の園児の定数は、多分700台から800ぐらいあったと思う

んですけれども、子供が減りまして、定数を減らしてきて、今は600人台ですか。そのぐらい

に園児数は減っているわけですけれども、具体的なことに入りますが、資料を提出していただ

きました。それぞれ四つの保育園で、どの程度の園児数がおって、クラス数があって、保育士

さんの配置はどのようだと。それから延長保育の内容、あるいは障害や発達障害などある園児

に対する状況、それから児童記録のまとめの状況、保育士会議の開催状況等について資料をま

とめていただきましたが、けさ方もらって、十分に理解しておりませんので、どうぞ時間を十

分に使って、これに基づいて説明していただきたいと思います。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） それでは、御質問にお答えします。 

 お手元の方に資料を配付させていただきましたので、この資料に基づきましてかいつまんで

説明をさせていただきます。両面コピーになっております。表の方には南保育園と中保育園、

裏面には西保育園と北保育園、合計４園の保育園につきまして掲載をさせていただきました。

なお、運営状況につきましては、今年３月１日現在でございます。表の枠外、上段でございま

すが、保育士数、加配保育士数欄の括弧は臨時職員数ということで、臨時職員数を外書きにい
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たしております。さらに保育士数には、各園の園長１名、さらには園長補佐１名は含まないと

いうことで御理解を賜りたいと思います。 

 それでは、南保育園を例にとって、順次御説明をさせていただきます。 

 まず、園児数でございますが、ゼロ歳が５名、１歳児が５名、２歳児が14名、年少児が29名、

年中児が31名、年長児が30名、合計が114名といったものでございます。あと、中保育園、さ

らには他の西保育園、北保育園につきましてもごらんいただければわかるかと思います。なお、

４園合計の園児数につきましては、３月１日現在で561名といった状況でございます。 

 それから、次の右へ行きまして、クラス数でございますが、ゼロ歳児、１歳児、南保育園の

場合でございますが、合わせて１クラス、２歳児につきましても１クラス、年少につきまして

は２クラス、年中につきましては１クラス、年長につきましては２クラス、合計で７クラス。

以下、同様の見方をしていただければ結構かと思います。なお、４園合計では31クラスでござ

います。 

 それから、保育士の数でございますが、先ほど申し上げましたように、括弧のつけていない

のは正規の職員、括弧内は臨時の保育士を外書きでございます。南でいきますと、ゼロ歳児の

正職員が１名とプラス臨時職員が１名、１歳児は臨時職員が２名、２歳児につきましては、正

職員が２名、臨時職員が１名。ただ、ここで１個右側に飛んでいただきますと、左のうち育休

保育士数１名というようにございますので、実質は２名から１名、今は休んでおりますので、

保育士、正職員１名と臨時職員１名で２歳児は受け持っておるということで御理解を賜りたい

と思います。それから、年少につきましては正職員１名、臨時が１名、年中につきましては正

職員のみで１名、年長につきましては正職員２名、休憩につきましては、19年度から臨時職員

の対応ということで、１日４時間でございます。午前11時から午後の３時までの４時間、臨時

職員さんを雇用し、正職員の休憩時間に充てておるといったことで、南保育園につきましては

２名の臨時職員を充てております。合計でいきますと、正規の保育士が７名、臨時職員が７名

ということで、14名体制で実施をいたしております。さらに、加配の保育士でございますけれ

ども、南の保育園で例をとりますと、年少で臨時職員が１名、加配の保育士を置いております。 

 さらに右へ行きまして、延長保育の内容でございますが、まず早朝７時半から通常保育が始

まる８時半までの１時間でございますが、２名体制で行っております。なお、２名のうち１名

は必ず正職員をつけるといった対応をいたしております。延べの数でございますが、２月の時

点では、以上児が168名、未満児が78人、２月平均では以上児が９人、未満児が４人といった

状況でございます。それから、延長保育の午後というか、夕方の部でございますが、16時半か

ら18時、この間につきましても延長保育担当が２名、やはりこれにつきましても朝と同様、１

名は正規の職員がついて対応いたしておるといったことでございます。それから、人数でござ
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いますが、２月の延べは、以上児が155名、未満児が135名、２月平均では、以上児が８名、未

満児が７名といった状況です。それから、内容でございます。17時におやつを食べ、折り紙、

自由画、玩具等の自由遊びや紙芝居などを見せるといった内容で行っております。担当は、そ

れぞれ正規職員、南については７人、あるいは臨時職員２人でのローテーションで延長保育に

対応しておるということです。それから、南につきましては、18時から18時半、この時間帯に

つきましては、南の児童センター、こちらに移動して、児童クラブの児童も一緒に延長保育と

いう形で行っておるという現状でございます。なお、南児童センターでの実施担当は１名で、

南の方の正職、または臨時職員が保育士で対応しておるということでございます。２月の延べ

の以上児の数は18人、未満児は18人、２月平均では、以上児が１人、未満児が１人といったこ

とで、南保育園については、夕方の延長保育については比較的ニーズが低いかなということで、

時間帯につきましても、ほかの保育園と比べますと、ほかの保育園は午後の７時まで延長保育

を実施いたしておりますが、南につきましては、午後の６時半ということで、30分早目に切り

上げておるといった状況でございます。 

 それから、右へ行っていただきまして、児童記録のまとめということで、ここにるるうたっ

てございますが、順番に説明させていただきます。 

 まず１点目に、成長記録のチェックということで、未満児、３歳児について行っております。

評価月につきましては、４月、７月、11月、３月、いわゆる３ヵ月に１回の割合で評価をいた

しております。そして、年中、いわゆる４歳児、あるいは年長の５歳児、これにつきましては、

評価月が４月、10月、３月の４ヵ月に１回で評価をいたしております。担任及び副担任保育士

がクラスの園児一人ひとりの様子を子供の状態に合わせて、１ヵ月から３ヵ月ごとに成長の記

録及び援助のポイントとして記録するものであります。なお、作業としましては、園児が降園

した後に、当然事務作業を行うといったことで行っております。 

 それから、右へ行きまして、保育士の会議の開催状況でございますけれども、園児が午後４

時に降園しますので、午後４時半より職員会議等を設けておるということです。それから、職

員会議につきましては月に２回ほど、内容は保育計画、行事打ち合わせ、療育相談打ち合わせ、

保育計画の打ち合わせ、こんなことを行っております。さらには勉強会、これは随時でござい

ますが、保育課程の、いわゆる新しい保育所保育方針を受けての保育課程の準備、さらにはグ

ループ別の勉強会、これは職員の年代別に５グループに分け、それぞれがテーマを決め行って

おります。なお、テーマにつきましては、時期によって変えております。さらには、園長会と

いうことで、月に２回、この会の内容につきましては、保育園の年間行事計画に基づく保育園

相互の打ち合わせなどを行っております。なお、この勉強会でございますが、この勉強会の結

果につきましては、何らかの形で通常の保育の中に取り入れているといったことでございます。
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それから、勉強会の目的につきましては、端的に申し上げまして、保育士のスキルアップとい

うことでございます。それから、献立作成会でございますが、場所は健康文化センターの方で

行っております。月１回でございます。栄養士が１名、それから調理師が各園１名、保育園の

保育士の代表、園長補佐クラスで１名、合計６名で行っているといったことです。 

 それから、最後に課題のある園児の状況とその対応及び改善点ということで、現状でござい

ますが、診断名のついている園児に加え、気になる園児も少なくないといった状況でございま

す。この対応策等でございますが、年間計画を定め、専門家による療育相談等を費用弁償によ

り行っておるということです。専門職につきましては、言語聴覚士、各園で４回程度、作業療

法士がやはり各園、年４回程度、臨床心理士が各園、年２から６回程度。時期はそれぞれまち

まちでございますが、親御さんと対象児、さらには担任保育士が参加をいたしております。そ

れから、保育相談が各園、年４回程度、これにつきましては、保育現場を見てもらい、児童へ

の対応の指導を受けておるという状況でございます。 

 それから、コロニーの巡回指導でございますが、これも県からの専門員の派遣によっての指

導でございますが、これは対象としては特定の児童が対象で、各園年１回程度行っております。

さらには、講演会、研修会、こういったものも保護者、保育士を対象に開催をいたしておりま

す。こうした中での改善点でございますが、該当児、保育園の保護者の子供の現状受け入れと

周囲の理解、この周囲の理解と申しますのは、対象となる子供さんのほかの親御さんのことを

指してのことでございます。それから、現在西保育園で行っております母子通園のさらなる活

用が求められます。それから、他課との連携ということで、特に保健センターを持っておりま

す健康課との方の連携、さらには未就園児の状況把握、これにつきましても、健康課とのタイ

アップ、さらには各園で月に一、二回行っております園庭開放、こういった折にも、多少のそ

ういった問題児の発見もできるであろうと考えております。それから、最後でございますが、

大口町のＮＰＯ登録団体等との協働ということで、具体的には障害者を支援する、特に大口町

ＮＰＯ登録団体のシップ、こちらとの協働によりまして、親子での参加による機会の拡大を図

っておるといった状況でございます。 

 以上、簡単でございますが、４園の保育園における現状、あるいはその問題に対する改善点

等につきましての説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

（２番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 田中一成君。 

○２番（田中一成君） まず、わからないところからちょっとお聞きしますが、西保育園で母子

通園をやっておられるということですけれども、それはどんなふうにやっておられるのか、ち

ょっと教えてください。 
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○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） 西保育園における母子通園については、ぱんだ

教室という名前で、たしか18年度から本格実施をいたしておりますが、現在定数がたしか13名

であったと思います。その子供さんの状況に合わせて、専任の保育士が保育に当たっておるん

ですが、軽いお子さんにつきましては、健常児と同じ部屋で保育を受けるというような機会も

与えております。 

（２番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 田中一成君。 

○２番（田中一成君） 程度の軽いお子さんは、健常児と一緒に保育ということですけれども、

少し程度の重い児童については、毎日じゃないんですよね。別個にそうした母子通園のクラス

に所属をしている皆さんに対する通園事業は、どの程度、どんなふうに、何人ぐらい、どうい

う保育士さんを配置してやっておるか、その辺の状況をちょっと説明してください。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） まず、１人当たりの母子通園の利用の限度でご

ざいますが、週に３日ということで、その対応する保育士につきましては、正職員の保育士が

１名、それから臨時の保育士が１名ということで対応をいたしております。 

（２番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 田中一成君。 

○２番（田中一成君） 西保育園の保育士数の中に、保育士さんの数がありますけれども、正職

員が８名、それから臨時保育士さんが９名とありますね。この母子通園の担当は、今お聞きし

ますと、正職員の保育士さんが１名と臨時保育士さんが１名ということですけれども、それは

この８名、９名の中に含まれているわけですか、これ。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） 西保育園の、先ほどの表の方に掲げてあります

のは、純粋に保育園のみでございますので、母子通園につきましては、またここから除外して

あります。 

（２番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 田中一成君。 

○２番（田中一成君） はい、わかりました。 

 この一覧表の中には、母子通園の保育士さんは含まれていないということでありますけれど

も、例えば南保育園の方から説明いただきましたので、南保育園の園児数やクラス数、あるい

は保育士数、加配の保育士さんの数、こういうものを見せていただきますと、大変だなあと思
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うんですね。小学校１年生に入学してきて、30人学級を早くやってくれんかなあと、先生たち

は言っていますよね。35人も40人近くも、幼い小学校の１年生が新入生で入ってくると、まず

まともな授業というよりも、クラスの机といすに座って、先生に注目してもらうために、どれ

だけの努力をしなきゃいかんのか。耐えに耐えに耐え抜いて、先生方は生徒を指導するわけで

すけれども、こんな日本の教育がすぐれている面もあるんですけれども、教師一人に対して30

人学級もできないと、やっていないというのは、先進ヨーロッパ諸国から見ると、大変おくれ

ていると言われていますね。早く、せめて30人程度の少人数学級をやらなきゃいかんと言われ

ているわけですけれども、これを見ますと、南保育園、ゼロ歳児は５人、１歳児が５人、ここ

に保育士さんが、正規の保育士さんは１人、臨時の保育士さんが３人、合わせて４人ですね。

一体、国の基準は、ゼロ歳児に対しては、保育士さんの配置基準、あるいは１歳児に対する配

置基準というのはどんだけですか。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） お答えします。 

 その前に、母子通園の臨時職員を１名と申し上げましたけれども、２名の誤りでございます

ので、御訂正をお願いします。 

 それでは、国の保育士の設置基準を申し上げます。ゼロ歳児につきましては、児童３人に対

して保育士１名、１歳児、２歳児につきましては、児童６人に対して保育士が１名、３歳児に

つきましては児童20人に対して保育士１人、４歳児につきましては、児童30人に対して保育士

１人、５歳児につきましても、４歳児と同じでございます。以上でございます。 

（２番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 田中一成君。 

○２番（田中一成君） 国の基準もひどいんですよね。学校に上がる前の児童で、４歳児、５歳

児、こういう児童に対して、保育士さんは30人に１人でいいですよという、ひどい基準なんで

すよ、これは、私に言わせればね。こんな配置で、まともな保育ができるかということですけ

れども、そういう基準の中に置かれて、保育士さんたちは大奮闘しているわけですよ。大奮闘

しているわけですけれども、こういう国の基準が非常にお粗末な水準ですけれども、あります。

一方で、南保育園、ゼロ歳児が５人、１歳児が５人こういうことですから、ゼロ歳児について

は５人ですから、国の基準でいっても保育士さんは２名いなきゃいかんですね。１歳児だと、

国の基準でいうと１名でいいわけですか。そういう中で、ゼロ歳児については、正規の保育士

さん１名と臨時の保育士さん１名、こういうことですから、本来なら正規の保育士さんを２名

配置するのが国の基準ですけれども、正規の保育士さんは１名しか配置をしていないと。１歳

児については、国の基準もひどいですけれども、１歳児は６人の園児に対して保育士さん１人
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でいいなんていうんですから。１歳児を１人の保育士さんが６人も見よというのは、本当に大

変なことだと思うんですけれども、南保育園は正規の保育士さんゼロ。これはひどい話だと思

うでんすね、これは。全体を見ますと、大口町の保育士の正職員と臨時保育士さんの割合、南

保育園は正規の保育士さんが７名、臨時の保育士さんが、加配の保育士さんを含めると８名、

しかし、そのうち育休をとっている保育士さんが１名ですから、臨時の保育士さんの方が正規

の保育士さんより多い。大口町、全部合計していませんから、わかりませんけれども、つらつ

らっと見ますと、ほぼ正規の保育士さんと臨時の保育士さんが半分半分ぐらいですか。どっち

が多いか少ないかわかりませんけれども、これはひどい状況だと思うんです。加配は国の基準

よりもいっぱい配置しているということですから、町の配慮なんですけれども、本来、国の基

準でいっても、配置をしなければならない保育士さんの約半分は臨時の保育士で賄っていると

いう状況で、今全国的にどんなことが言われているか、こういう割合について。大阪などでは、

臨時の保育士さんの割合が40％にもなっている。何てひどいんだとか、そんなふうに言われて

いるんですよ。大口町は半分ですよ、50％。これで、本当に子供にまともな保育、課題もいろ

いろあるんですけれども、やっていけるのかなというふうに思うんですけれども、臨時の保育

士さんたちは、先ほどお聞きしますと、11時から３時まで、休憩対応の保育士さんの配置とか、

いろんな雇用形態があるようですけれども、総体的に言って、大体臨時の保育士さんは何時間

勤務程度の人がどの程度なんでしょうか。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） 暫時休憩願います。 

○副議長（齊木一三君） 暫時休憩します。 

（午前１１時１３分）  

────────────────────────────────────────────────── 

○副議長（齊木一三君） 休憩を閉じます。 

（午前１１時１４分）  

────────────────────────────────────────────────── 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） お昼の４時間の休憩の臨時保育士さんは別にし

まして、８時間勤務の保育士さんと６時間勤務の臨時の保育士さん、これは、どちらも大体

半々というような割合です。 

（２番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 田中一成君。 

○２番（田中一成君） その臨時保育士さんの時間当たりの賃金というのは、大体どのぐらいで
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すか。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） クラス持ちが1,240円で、加配保育士が1,040円

という単価です。 

（２番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 田中一成君。 

○２番（田中一成君） 正職員さんに比べれば安い賃金でやっていただけるということで、ただ

それだけの理由で正職員の保育士さんを減らして、臨時保育士さんの割合を高めているという

ふうにしか理解できないわけですけれども、同一労働、同一賃金、これは共産党だけが言って

いるんじゃなくて、ヨーロッパでは当たり前になってきているんですよ。短時間勤務の場合で

も、民間だろうが、どこだろうが、単位時間当たりの労働に対する対価は、通常の勤務時間を

やっている皆さんも短時間労働の皆さんも同じにすべきだと。これがヨーロッパが進めてきた

一つの労働行政の実りある結果なんですね。ちなみに、この正職員の保育士さんは、平均する

と、およそ時間当たりに直しますとどのぐらいの給料になりますか。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） 暫時休憩願います。 

○副議長（齊木一三君） 暫時休憩します。 

（午前１１時１７分）  

────────────────────────────────────────────────── 

○副議長（齊木一三君） 休憩を閉じます。 

（午前１１時２０分）  

────────────────────────────────────────────────── 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） お答えします。 

 月30万の基本給の保育士をシミュレートしますと、大体１時間当たりの単価で2,500円ぐら

いになろうかと思います。 

（２番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 田中一成君。 

○２番（田中一成君） 正職員の保育士さんを雇うよりも、臨時の保育士さんを雇った方が半分

以下の人件費で済むということでございます。南保育園のところを、もう一度、皆さんも見て

いただきたいんですけれども、例えば、年少29人の園児がおって、クラス数は二つ、保育士さ

んは、正規の保育士さんが１人、臨時の保育士さんが１人、加配の保育士さんが１人、こうい

うことで、３人で対応しておられます。細かな時間配分はわかりませんけれども、クラスが二
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つあるのに、正職員の保育士さんが１名しかいないと。臨時の保育士さんにクラス担当させて、

そして働かせていると、そういう状況ですね。児童記録も責任を持ってつけなきゃいかん。子

供の健やかな成長をはぐくんでいかなきゃいかん。保育士さんの会議にも当然クラス担当なら

出てもらわなきゃいかん。スキルアップしていただかなきゃいかんから、研修にも出てもらわ

なきゃいかん。それから、当然本町の職員の皆さんもそうですけれども、新聞や本もよく読ん

で、自己研さんをして、現在の状況に合った子供に対する対応の仕方はどうあるべきなのかと

いうようなことで、勉強もしてもらわなきゃいかんのですよ。そういう環境に臨時の保育士さ

んをクラス担当にまでさせて、できると思いますか。不十分きわまりない環境のもとにおいて、

子供を担当させているというふうに思いませんか、どうですか。 

○副議長（齊木一三君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼保険年金課長（水野正利君） 正規の保育士、あるいは臨時の職員の配置の関

係につきましては、臨時職員ではいけないといったような基準はございません。ただ、できる

ことであれば、正規職員を充足していくのが本来であればいい方向であろうということは思い

ます。 

（２番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 田中一成君。 

○２番（田中一成君） また、次の議会でももう少し私もみずから調査をして、現場の保育園な

ども回ってみたいなというふうに思いますし、周辺の自治体の状況等も回ってみたいと思いま

す。余りにも大口町の保育士さんの配置基準、正職員と臨時職員の割合がフィフティー・フィ

フティーというような、これはあまりに異常じゃないかなあというふうに思いますし、クラス

担当まで臨時保育士さんにさせているような状況、周辺の自治体でもそんなのがあるのかなあ

というふうに思います。いずれにしても、今児童をめぐる状況は、以前にも発達障害などの割

合もふえているんだよというようなことも言いましたし、保育園に通っていない家庭で子育て

をやっている皆さんに対する子育て支援のセンターとしての機能、そういうものも保育園には

あるんだから、民営化など考えずに、保育園機能の充実を一層図れるようにということで求め

てまいりましたけれども、さらに子供に対する虐待、まともに家庭内で育児がされていない。

御飯を食べさせない。離婚をして、また違う男性と同居したり結婚したりしたけれども、その

父親が子供を虐待して大けがをさせたり、あるいは死亡させたという事件がテレビや新聞に出

るでしょう。バツイチは当たり前で、私バツニよなんていう言葉がテレビに出てまいりますけ

れども、離婚も非常に多いんです。そういうことで、実の父親や母親と暮らしていない、そう

いう幼児もおられます。そういうことで、虐待には食事をまともに、あるいはおふろが毎日入

れてもらえない、服は１週間も着がえさせてもらえない、そんなふうな児童に対する虐待、そ
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れから性的な虐待、これは日本では調査が極めて不十分なんですけれども、相当数に上ってい

ると言われております。そういう状況にきちんと対応できるような子育て支援、こういうもの

がさらに求められているという社会状況だというふうに思うんです。大口町でも県営住宅など

に母子家庭の皆さんが大変多く入居されておられます。本当に大変な状況の方も何人か知って

おりますけれども、必死になって働き、そして保育園に預けてやっておられますけれども、本

当に育児に対する知識や対応能力、そういうものが、本当に核家族で、孤立しておりますから、

おばあちゃんやおじいちゃんのアドバイスもない、そういう状況や、あるいは近所つき合いも

少ない中で、そういう知識がなかなか会得されていない、そういう親御さんがふえているんで

す。これは社会の状況なんですね。これは、社会がそういうふうに変化しているわけです。 

 そういう中で、例えば３歳になって保育園に入ってきても、おしめが外されていないような

子供さんがおられる。昔なら考えられなかったような状況。それも保育士さんたちは、何だと

いうようなことで、叱責してはだめなんですね、親御さんに対して。いろいろとアドバイスを

しながら、サポートしながら、半年しておしめが取れたら、お母さんえらかったね、大変だっ

たけれどもよかったねと、励ましながら子供を健やかに成長させるための保育をやっていかな

きゃいかんわけです。だから、保育士さんは大変なんですよ。そういう中で、例えば児童記録、

これは保育が終わった後にやっていますと言いますけれども、プライバシーの問題があって、

学校の先生も児童記録や成績を、児童の名前のついたやつを家に持って帰っちゃいけないと言

われているけれども、学校の先生方もたまたま持っていっているうちになくなったとかという

ことが、時々新聞や何かに出ますけれども、保育士さんのほとんどは、家庭に持っていって、

児童記録なんかはつくらなければ、とてもじゃないけれどもできないんです。保育園にいる間

に児童記録が完璧にできているなんて保育士さんは、多分一人もいないと思いますよ。そうい

う環境ですから、園長さんや園長補佐さんが困っているのは、若い保育士さんが期限が来ても

児童記録をちっとも出してくれない。言うと「はい」といい返事をしてくれるけれども、家に

帰ってまでがむしゃらにやってきた年配の先輩の保育士さんたちとは違って、なぜ家にまで行

って、そんなことを毎日毎日やってまで、期限に間に合わせなきゃいかんのか。私は勤務時間

中にやりたいんだというのが、今の若い人たちの考えだと思います。それは当然なんですね。

それを家に持って帰って、期限までに間に合わせるということがなかなかできない保育士さん

が、かなりの割合で、どこの自治体でもいるんです。私、たまたま友達がいますので、ほかの

自治体の園長さんや保育関係者に聞きますと、本当にそういうことで困ると。定期検査とか、

監査とか、そういうものが迫ってきて、そういうものも点検される。期限も迫っていて、それ

で一生懸命督促しても、それでもつくってもらえない。大変なんだけれども、もう家に帰って、

本当にやってもらいたいなんていう、こういう愚痴ですよね。本当に大変なんですよ。そうい
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う大変な保育士さんの現状、それから今の児童のさまざまな変化に対応した的確な保育、そし

て地域における子育て支援、いろんな課題がいっぱいある中で、大口町の正職員と臨時職員の

保育士さんの配置の状況、これは少し改善をしていくべきだというふうに私は思いますけれど

も、町長、御所見を。 

○副議長（齊木一三君） 酒井町長。 

○町長（酒井 君） 田中議員の御質問にお答えをしてまいりたいと思います。大変長時間に

わたって御講演をいただきました。保育園の現状等についての質疑をいただいたわけでありま

す。 

 現状は、御質問いただいたとおり、一生懸命担当者、あるいは職員、また保育士が頑張って

おるところであります。御案内のように、今、国は大きな負債を抱えながら国の再生を図って

おるところであります。少子化に対しても、抜本的な対策が見えていない状況であります。今

回、子供の医療に対して、２歳児に対しての補助をどうするかと、こんなことも私どもは検討

をさせていただいておるところであります。国は、保育に対して、あるいは扶助に対して大変

厳しい厳格な基準を設けてきたということであります。そんな中で、保育行政も大きく変わっ

ていくかなと、こういうことを感じておるところであります。今、国の負債は800兆円とも言

われるような膨大なものであります。国の生産高の倍にならんとするところであります。地方

の負債も入れますと、1,000兆円と言われるところであります。 

 そうした中で、行政をどうもう一度構築していくかと。今、地方分権以外ないと、こういう

ことで、仕組みがつくられておるわけであります。従来、中央集権の国家体制の中で、扶助と

いうものは国が支えていく、こういうことで国は成り立ってきたわけであります。その扶助の

行為を地方と分かち合おうと、地方が支えていくという時代になってきたわけであります。今、

こども課という名称にして、子供全体を見ていこうと。18歳までの人間を大口町における対象

にしながら、こども課は行政をしていこうと、こういう時代に入ってきたわけであります。生

活に困窮される、あるいは仕事がしたくても環境的にできない方々をどう扶助していくかとい

うことは、私どもの課題であろうかと思っています。そんな中で、できるだけ大きく支援がし

ていける子供たちを対象に、育てやすい環境をつくっていくというのが、私どもの使命だと思

っています。保育園の問題は、大口町の子供たちの人口の中で年齢を就学前に換算しますと、

約３分の２であります。また３分の１の子供たちは、幼稚園に通っている。あるいはまた未就

園ということであります。そうした子供たちも対象にしながら、私どもは、子供に対する行政

をどうしていくか。そういうことが必要であろうと思っています。話の中で、フランスの話、

あるいはスウェーデン、デンマーク等の話、福祉の充実度をお話をいただきましたけれども、

少子化に対する対策は、保育だけではなくて、子育て全体に関する問題だと思っていますし、
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税法も絡めてその施策が打たれる、こういうことが順当であろうと思っています。私どももそ

ういうことを視野に入れながら、これからの対応をしていきたいと、こういうふうに思ってお

ります。 

 今、保育園に対しての賃金、あるいは人数に対して見解を尋ねられたわけでありますけれど

も、私どもは就学前の子供たち全体についての中で、どう施策を展開していくかという課題で

考えていきたいと、こういうふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

（２番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 田中一成君。 

○２番（田中一成君） 正職員と臨時保育士さんの割合が余りにもひどい状況ですので、それら

のことについての改善の意向があるかどうかお尋ねをしましたけれども、その辺はあいまいで

触れられませんでした。 

 全体の就学前の子供さんに視野を持ってということでありますけれども、ことし保育士さん

の資格を持った方が、園長さん、それから児童館長さん含めて２名退職されますね。しかし、

正職員の補充はしないということで、この一覧表は３月１日現在ですけれども、さらに保育士

の資格を持った人が２名退職する。そういう中で、この正職員や臨時職員の割合といいますか、

そういう配置はさらに悪化をする、こういうことですね。余りにもひどいんじゃないですか。

こんな言い方はまずいのかもわかりませんけれども、給料が、当然管理職ですから高い児童館

長とか、保育園長が退職するんですから、新規の保育士さん、まだ入ったばっかりで給料は安

いでしょう、十何万で。２人やめたら、３人か、４人ぐらいは補充できるはずですよね、今ま

での水準を保つために。そういう配慮もされないなら、保育行政の足元を執行部の皆さんがす

くっているということになりますよ。今でも大変な、こんな。ことしの採用は、図書館の司書

さんが１名、学芸員が１名、保健師さんが２名ですから、喜んでいますけれども、一般職が２

名、なぜこれ保育士さんの新規採用をしなかったんですか。どういう考えですか。さらに、臨

時職員の比率を高めようと、人件費を安く抑えようと、そういう考え方があったからですか。 

○副議長（齊木一三君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 21年度の職員の新規採用につきましては、今お話が

あったとおり、一般職２名、そして保健師２名、それから司書及び学芸員が１名ずつで６名で

あります。この６名につきましては、今回、定年退職のほかに勧奨の退職等につきまして、事

前に照会をしまして、そういう中で６名の採用をしたということでありますが、保育園の保育

士につきましては、私ども、従来、図書館の司書、あるいは学芸員につきましては、正直、今

後の人事を考えていく中で、やはり後任者を育てていくということが必要であるというような

ことで、今回学芸員、それからさらには図書館の司書の採用をしましたし、保健師につきまし
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ては、担当部局の方から保健師の役割というんですか、そういうものが非常に膨大になってき

ておるというようなことで、担当部局の方からの要請を受けまして、保健師さんの採用という

ことをやったわけでございまして、前にもお話をしましたように、地方公務員、国家公務員だ

けではありません。地方公務員を取り巻く状況も非常に厳しい中で、職員の削減、さらには公

務員の適正な数値というようなものがありまして、私ども大口町においても集中改革プランで

そのような目標値を持っております。そういう中で、各年度において、どのような業種、ある

いは職種の職員を採用していくのかということを考えておるわけでございまして、たまたま21

年度につきましての新規採用に保育士の採用はしなかったということでございまして、保育園

を取り巻く非常に大きな課題等を抱えておる現状の中で、そういうものを総合的に判断をさせ

ていただいたということでございます。 

（２番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 田中一成君。 

○２番（田中一成君） 保育園を取り巻くさまざまな状況を勘案して、保育士を減らすと。保育

士の資格を持っている人を減らすと。これは、いろいろとるる述べてまいりましたけれども、

保育士さんの配置については、現在の状況について、全体的な職員の配置数、こうしたものの

見直しを集中改革プラン等にのっとって見直していかなきゃいかんから、保育士さんを減らす

のは、そういう考え方から保育士さんを減らしたんだと、新年度。というふうに聞き取れるわ

けですけれども、私に言わせれば、少子化対策だとか、次世代支援計画だとか、いろんなこと

を言っていますけれども、そういうことと逆行するんじゃないんですか、これ。例えば、クラ

スが二つあるのに、正職員は１人しかいない。臨時保育士さんがクラス担当して、責任ある保

育をする立場にさせられている。何か問題や事故が起きたときに、本当にこれはどういうこと

になるんですか、これ。町の責任が問われますよね。そんなふうな職員の配置基準をさらに悪

化させて当然だというような考え方では、とてもじゃないけれども説明になっておりませんの

で、これからも退職をしても補充をしないというようなことを、保育行政分野ではやっていく

んですか、これ。保育というのが、今進めている少子化対策とか、地域における子育てのセン

ターの役割だとか、いろんな役割があるにもかかわらず、そういう分野の職員については、臨

時職員で間に合わせていくというような物の考え方は、本当に私は理解できないですね。学校

の教育が大事だと、学校の教育を充実させようと、こういう危機のときだから、米百俵の精神

で子供たちの教育に全力を挙げていこうと、こういって大口町は執行部とも議会とも、そうし

た考え方では一致をして、立派な中学校をつくってまいりましたが、学校教育以前にも、子供

たちに対する最善の策はとられなきゃいかんのです。小学校や中学校に行ったら、最善の教育

環境に置くだけではなくて、就学前においても子供にとっては最善の策がとられなければなら
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ないというふうに思うんですけれども、最善の策じゃなくて、どんどんと保育行政、子育て支

援、こうした分野については、正職員の比率を減らして当然だと。それはやむを得ないんだと

いうことでは、私はまだ理解ができません。なぜ正規の保育士が２人も資格を持っている方が

退職するのに、それを補充しないのか、もう一度説明していただきたいと思います。 

○副議長（齊木一三君） 総務部長。 

○政策調整室長兼総務部長（森  進君） 今の保育園の各園の状況は十分御承知の上でお話を

されておるというふうに思いますけれども、大口町においては、各園に園長補佐２名ずつ配置

をいたしております。これも長年、町と保育園の現場との話し合いの中でそのような体制をと

ってきておるわけでございます。そして、各園の保育士の配置につきましても、それぞれ保育

長、さらには各園の園長あたりのお話を聞く中で配置をいたしておりますし、職員採用につき

ましてもですが、たまたま今回、退職者が２名ありまして、新規の採用はないわけでございま

すけれども、保育士をという限定で今のお話を聞いておりますと、何かねらい打ちをしておる

ような印象に映りますけれども、そうではなくて、町全体の総数の職員の採用しなければなら

ないという状況の中で、私どもなりに勘案をしまして、今回は保育士の採用をしなかったとい

うものでございまして、今後、保育士の採用を全くしないということもお話をしておりません

し、今後、今の保育士の不足等につきまして、また保育士の配置等につきましては、先ほども

お話をしましたように、保育園を取り巻くいろいろな諸問題があります。そういう問題も含め

てお話をする中で、採用云々については検討していかなければならないというふうに思ってお

ります。先ほどからお話を聞いていますと、保育だけが学校就学前の道というんですか、そん

なように聞けるわけですけれども、そうではなくて、先ほど議員みずからも言われましたよう

に、町内にも私立の幼稚園が２ヵ所ありまして、それも就学前の今の形態の一つであります。

ですから、保育園、あるいは公立の保育園だけが就学前の子育て、あるいは子育て支援のもの

ではないというふうに私は思っております。 

（２番議員挙手） 

○副議長（齊木一三君） 田中一成君。 

○２番（田中一成君） まだ、児童福祉法などは改悪されておりませんから、保育に欠ける児童

に対する保育の責任は自治体にあるんです、現状は。それが公立の保育園、あるいは私立の認

可保育園で保育するという別はありますよ。別はありますけれども、大口町には大口町の現状

の中で、就学前の３分の２は保育園に行っているわけでしょう。就学前教育という意味と、保

育に欠ける児童を保育するという二つの意味がありますよね。就学前教育だけをといいますか、

そこに重点を置かれる皆さんは、幼稚園にやっているわけですよ。それはそれで、親の選択で

すからいいんですよ。保育に欠けるような、いわゆる夫婦で働きたい、そういう皆さんについ
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ては、保育園を当然選択されるんです。これからの社会を維持していく上で、女性の２人に１

人は働きたい、こういうふうに思っている状況がある。これから人口は減少していく状況の中

で、労働力をきちんと日本社会は維持していかなければならない。そうした女性の就労支援、

そういう意味も含めて、保育の果たす役割は、日本社会も大口町でも大変重いものがあります。

先ほど申しましたように、ＧＤＰ比で日本のいわゆる育児支援、これは本当に最低ランクです、

ＯＥＣＤ諸国の中で。そういう最低ランクの中でつくられた国の保育の基準、その基準すらも

大口町はクリアしていない。正規のクラスの担当まで、臨時職員の保育士さんに担当させてい

る。そして、実際に保育をしている保育士さんの割合が、正職員と臨時保育士さんの割合がフ

ィフティー・フィフティーというような状況、これは他の自治体と比べても、余りにも私はひ

どい状況じゃないかなあというふうに思います。幾ら私が言ってもそれ以上の前向きな答弁が

多分ないんでしょうけれども、そうであれば、住民の皆さんにこういう状況をつぶさに知って

いただいて、そして住民の皆さんといろいろと力を合わせながら、大口町のこの貧弱な保育行

政と、そして積極的になれない執行部の皆さんのあり方について、私は町内の皆さんに問いか

けをしていきたいというふうに思います。 

 時間がほとんどありませんけれども、江南丹羽環境管理組合の最終処分場の問題について、

せっかく通告がしてあります。河北上郷区の皆さんから、大口町議長あてにも陳情書が参って

おりまして、この問題についての大口町の対応のあり方、これが問われているところでありま

す。私は、あの最終処分場内には、ダイオキシン対策が十分にされない時期にも焼却残渣であ

る焼却灰だけではなくて、高濃度のダイオキシンが含まれていると言われている電気集じん機

などに集じんをされたいわゆる飛灰、こういうものもセメントで固化をして、そして最終処分

場に埋め立てられております。提出していただいた資料がありますが、ゴムシートなどを下に

敷いて、あそこに埋め立てているわけですけれども、本当に地元の方は心配だろうというふう

に思います。今後、10年しますと、この江南丹羽環境管理組合の存在がなくなる可能性があり

ますね。２市２町の新たな一部事務組合ができてまいりまして、新処理施設がつくられてまい

りますので、現在地に新しい処理施設ができるのかどうなのかということは、全然これから検

討されることでありますけれども、いずれにしてもこの最終処分場を未来永劫あのような形に

しておくことは、到底できないわけで、江南丹羽環境管理組合が解散をするというようなこと

になるまでに、何とかあの焼却灰については完全処理をしていただきたいというのは、地元の

皆さんだけではなく、私もそういうふうに強く思っているところであります。例えば、あの焼

却灰があのままの形で上に土をかぶせて埋め立ててしまって、それで終わりだということにな

らないように対応していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○副議長（齊木一三君） 環境建設部長。 
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○環境建設部長（近藤則義君） 時間もないわけでございますが、お手元の資料はまたじっくり

ごらんいただくということでお許しをいただきたいと思います。なお、お配りさせていただき

ました江南丹羽環境管理組合の最終処分場の管理状況について（中間報告）につきましては、

実は３月９日に報告がありまして、それを受けまして、地元の上郷区の総代さんにこの報告書

をお渡しさせていただきました。地域としての最終処分場に対するお考えをお聞かせ願いたい

ということで申し入れをしてまいりました。お地元の方では、それについて御協議をされると

いうふうにはお聞きしております。したがいまして、大口町といたしましては、お地元である

河北の上郷区の皆さんの御意見が最大限尊重されるように、組合、構成市町、さらには組合議

会に対して要望していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○２番（田中一成君） ありがとうございました。 

────────────────────────────────────────────────── 

    ◎散会の宣告 

○副議長（齊木一三君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 次回は、23日月曜日午前９時30分から本会議を再開いたします。 

 本日はこれをもって散会といたします。御苦労さまでございました。 

（午前１１時５５分）  
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